
－ 1 －

令

和

三

年

十

一

月
第
三
百
八
回
定
例
会
提
出
議
案
の
主
な
も
の

青

森

県

議

会

番

号

件

名

摘

要

議

案

令
和
三
年
度
青
森
県

１

歳
入
歳
出
予
算
の
補
正

第

一

号

一
般
会
計
補
正
予
算

百
億
四
千
八
百
六
十
三
万
二
千
円

（
第
三
号
）
案

（
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
）

七
千
七
百
十
六
億
千
九
百
五
十
一
万
六
千
円

２

繰
越
明
許
費
の
補
正

営
繕
費
ほ
か
十
五
件

３

債
務
負
担
行
為
の
補
正

青
森
県
量
子
科
学
セ
ン
タ
ー
管
理
委
託
代
金
ほ

か
三
十
六
件

４

地
方
債
の
補
正

現
年
発
生
単
独
災
害
復
旧
事
業
ほ
か
二
件

一
億
六
千
八
百
万
円

（
担
当
課

財
政
課
）

議

案

令
和
三
年
度
青
森
県

○

債
務
負
担
行
為

第

二

号

療
育
福
祉
・
医
療
療

青
森
県
立
は
ま
な
す
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
管
理

育
セ
ン
タ
ー
特
別
会

委
託
代
金

計
補
正
予
算
（
第
一

号
）
案

（
担
当
課

財
政
課
）

議

案

令
和
三
年
度
青
森
県

○

債
務
負
担
行
為

第

三

号

鉄
道
施
設
事
業
特
別

青
い
森
鉄
道
管
理
委
託
代
金

会
計
補
正
予
算
（
第

一
号
）
案

（
担
当
課

財
政
課
）



－ 2 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

特
別
職
の
職
員
の
給

知
事
等
の
期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
改
め
る
も
の

第

四

号

与
に
関
す
る
条
例
の

で
あ
る
。

一
部
を
改
正
す
る
条

例
案

（
担
当
課

人
事
課
）

議

案

職
員
の
給
与
に
関
す

令
和
三
年
十
月
七
日
付
け
の
青
森
県
人
事
委
員
会

第

五

号

る
条
例
等
の
一
部
を

か
ら
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
報
告
及
び
勧
告
に

改
正
す
る
条
例
案

基
づ
き
、
職
員
の
期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
改
め
る

も
の
で
あ
る
。

（
担
当
課

人
事
課
）

議

案

青
森
県
議
会
議
員
の

県
議
会
議
員
の
期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
改
め
る

第

六

号

期
末
手
当
支
給
条
例

も
の
で
あ
る
。

の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
案

（
担
当
課

人
事
課
）



－ 3 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

青
森
県
知
事
の
権
限

知
事
の
権
限
に
属
す
る
農
地
法
等
に
基
づ
く
事
務

第

七

号

に
属
す
る
事
務
の
事

を
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
し
、
及
び
旅
券
法
施

務
処
理
の
特
例
に
関

行
規
則
の
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
備
を
行
う
も
の
で

す
る
条
例
の
一
部
を

あ
る
。

改
正
す
る
条
例
案

（
担
当
課

市
町
村
課
）

議

案

青
森
県
長
期
優
良
住

長
期
優
良
住
宅
容
積
率
制
限
特
例
許
可
申
請
手
数

第

八

号

宅
建
築
等
計
画
認
定

料
を
徴
収
す
る
も
の
で
あ
る
。

申
請
手
数
料
等
徴
収

条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
案

（
担
当
課

建
築
住
宅
課
）

議

案

青
森
県
銃
砲
刀
剣
類

ク
ロ
ス
ボ
ウ
に
係
る
銃
砲
等
刀
剣
類
所
持
許
可
申

第

九

号

所
持
許
可
申
請
手
数

請
手
数
料
等
を
徴
収
す
る
も
の
で
あ
る
。

料
等
徴
収
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

案

（
担
当
課

生
活
安
全
企
画
課
）


